
事 務 連 絡 

令和３年２月 10 日 

 

社会福祉施設等管理者 様 

愛媛県保健福祉部長 

 

社会福祉施設における新型コロナウイルス感染症対策研修の 

実施について（再通知） 

 

令和２年８月１９日付け事務連絡にて通知いたしました標記の件について、1/20 現

在の視聴率が約３割にとどまっていることから、再度ご案内させていただきます。 

当該研修は、感染者が発生した際の対応力向上に資する内容となっており、これま

でも、感染者発生施設等に対し、『保健所の感染指導を受けるまでの間は、当該 e ラ

ーニング研修「ＰＰＥ（個人防護具）の取扱い」「ゾーニング・消毒について」「濃厚

接触者に対するケアの留意点について」「感染者発生施設の事例」を視聴し、適切に

感染対策等を行うよう』県から助言しているところです。 

未受講の施設等におかれましては、必ず受講していただき、備えを万全なものとし

ていただきますようお願いします。 

なお、受講用のＩＤ及びパスワードについては、既に愛媛県老人福祉施設協議会か

ら対象施設宛てに、お知らせしておりますが、亡失した場合は再発行いたしますので、

同協議会まで御連絡ください。 

記 

１ 研修内容 

・感染者発生施設の事例 

・施設での感染者発生時における行政対応等について 

・濃厚接触者に対するケアの留意点について 

・ＰＰＥ（個人防護具）の取扱い 

・ゾーニング・消毒について 

・施設へのウイルス侵入の予防対策について 

・えひめ福祉支援ネットワークによる備え 

・ＢＣＰ（業務継続計画）の作成について 

・施設において入居者がコロナウイルスと診断されたら 

  ※別添「感染症対応フロー図」を御参照ください。 

 

２ ｅラーニング研修視聴サイト URL 

https://elearning.ehime-shakyo.jp/seminar/login/login.php?c=OTEw 

 

３ e ラーニング研修実施主体（受講用 ID パスワード再発行請求先） 

○愛媛県老人福祉施設協議会事務局 

〒790-8553 松山市持田町三丁目 8-15 愛媛県総合社会福祉会館２階 

愛媛県社会福祉協議会福祉人材部人材研修課内（担当：木口・八木） 

 Tel 089-921-8566 Ｅメール jimukyoku@e-roushi.jp 

【担当課】 
（救護施設関係） 

保健福祉課生活保護係 Tel：089-912-2385 
（児童養護施設等関係） 
 子育て支援課児童・婦人施設係 Tel：089-912-2414 
（障がい福祉施設関係） 
 障がい福祉課障がい支援係 Tel：089-912-2424 
（高齢者福祉施設関係） 

長寿介護課介護事業者係 Tel：089-912-2432 



（自法人で必要人員を確保できない場合）

※以下、E-WELネットフロー図のとおり
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○指導・助言（実地指導時等）

・項目に漏れがないか

・想定している状況に応じた対応者及び

対策となっているか

・実効性の確認

○感染予防の徹底

・マスクの着用、手洗い、手指消毒

・３密を避ける行動

・ドアノブ等の消毒

・地域の感染状況を踏まえた面会・

外出制限 等

○事業継続の備え

①BCP作成

・職員確保

・医療、給食、外部サービス確保

・職員、利用者家族、地域対応

・マスコミ、風評被害対応 等
②衛生資材の備蓄

○衛生資材の備蓄

○指導・助言（実地指導時等）

・地域の感染状況を踏まえた適切な予防

となっているか

・実効性の確認

○リスク分散の取組み

・ユニット、フロア毎に担当固定

・休憩、打合せ時の感染症対策

・共用部分の定期的な消毒 等

○指導・助言（実地指導時等）

・地域の感染状況を踏まえた適切な取組

みとなっているか

・実効性の確認

○感染者発生を想定した準備

①感染拡大防止

・濃厚接触者（見込み）を区分け
※担当職員を固定し、適切な防護の

上、サービス継続

・ゾーニングの想定、環境消毒
※この時点で消毒できない場合は、

該当箇所を封鎖

・積極的疫学調査への協力準備

②事業継続の準備

・職員確保の準備

・職員対応
※職員間で情報を共有し、意識統一

○積極的疫学調査

・感染経路の特定

・接触状況の確認
⇒過去２週間の行動

履歴や家族の状況

等を聴取

○指導・助言

・事業継続に関する指導・助言

・職員確保
※最低限必要なサービスの妥当性

※施設及び法人の規模・状況を鑑み、

必要人員の確保が可能か

⇒他法人の応援が必要と想定される

場合は、E-WELネットによる派遣

調整の可能性について本庁担当課に

情報提供

・BCPの実効性を確認
※項目漏れや不十分と思われる対応

がある場合は適宜助言

・備蓄衛生資材の提供

局内担当者打ち合わせ

派遣協議（様式１）

○感染拡大防止

・濃厚接触者を区分け
※担当職員を固定し、適切な防護の

上、サービス継続

・ゾーニング及び環境消毒
※保健所の確認

・積極的疫学調査への協力

○事業継続

・職員確保
※濃厚接触者となる職員を想定。

必要最小限のサービスを確保する

ために必要な人員に不足する場合

は、法人に応援依頼

※法人内で応援職員を確保できない

場合は、E-WELネットや同業種

団体に応援要請

※シフト表作成

※応援職員の受入れ体制整備

※宿泊所手配

・職員対応
※職員間で情報を共有し、意識統一

・医療、給食、外部サービス確保

・利用者家族、地域対応

※マスコミ公表前に実施

・マスコミ、風評被害対応 等

※上記3項目はBCPに沿って実施

・衛生資材確保

情報共有

情報共有

○風評被害・マス

コミ対応

風評被害が顕著な

場合は、知事記者

会見を通じ、配慮

を呼びかけ

○指導・助言

・以後、必要に応じ、指導・助言を継続

・風評被害が顕著な場合は、本庁担当課

に相談

○相談
適切な指導・助言

を行うために、地

域の感染状況や感

染予防対策の手法、

効果等を随時確認

情
報
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○感染疑い者への対応

・受診相談センターに相談

・診療・検査医療機関受診

↓

抗原検査・PCR検査
※『インフルエンザ流行期に備えた外来

診療・検査体制』参照

○指導・助言

・感染拡大防止に

関する指導・助言
※ソーニング、環境

消毒実施状況確認

※適切な個人防護具

の使用方法の指導

等

合同実地指導

○（必要に応じ）指導・助言

・事業継続に関する指導・助言

・職員確保
※この段階では、最重要課題である職員

確保の状況を重点的に確認

・BCPの実効性を確認
※項目漏れや不十分と思われる対応

がある場合は適宜助言

・備蓄衛生資材の提供準備

○相談
※感染拡大防止に関する

不明点は保健所に相談○報告
※事業継続に関する不明点

は指定権者に相談

○報告
※指定権者へ報告
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えひめ福祉支援ネットワーク（E-WELネット）応援職員派遣フロー図

※勤務体制の見直し

※衛生資材の確保
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運営法人

派遣協議（様式１） 候補者選定

（登録法人に打診）

派遣承諾
（職員に打診）

派遣承諾

感染者発生

（職員確保不可）

出向契約書締結
出向契約書

締結

派遣受入決定報告

（様式２） 傷害保険等手続き

派遣先での

勤務開始

派遣先での

勤務終了

宿泊施設に係る相談

※必要な場合
協力ホテルに依頼

必要に応じ

２週間待機

派遣受入実績報告

（様式３） 傷害保険等手続き

旅費・手当等支払い
応援職員へ

支払い
受領

介護サービス提供の

継続

宿泊費・衛生資材購

入費等支払い

かかり増し経費に係

る補助金申請 補助金交付手続き

協力金申請協力金交付手続き



事 務 連 絡 

令和２年８月 19 日 

 

社会福祉施設等管理者 様 

 

愛媛県保健福祉部長 

 

社会福祉施設における新型コロナウイルス感染症対策研修の実施について 

 

都市部を中心に新型コロナウイルスの感染拡大が生じ、本県でも感染者発生事例が

散発的にみられる中、各社会福祉施設におかれても、感染防止対策に日々御尽力され

ていることと存じます。 

今般、愛媛県老人福祉施設協議会が主体となり、県の支援の下、関係機関と連携し

て、県内の全ての社会福祉施設を対象に、標記研修を下記のとおりｅラーニング形式

により実施することとしました。 

当該研修は、ＰＰＥ（個人防護具）の取扱いやゾーニング等の感染管理、実際の感

染者発生事例の紹介等、各施設において感染者が発生した際の対応力向上に資する内容

となっておりますので、必ず受講していただき、備えを万全なものとしていただきま

すようお願いします。 

おって、同協議会から対象施設宛てに、順次受講用のＩＤ及びパスワード等をお知

らせしますので、御了知願います。 

 

記 

 

１ 研修の内容（予定） 

・感染者発生施設の事例 

・施設での感染者発生時における行政対応等について 

・濃厚接触者に対するケアの留意点について 

・ＰＰＥ（個人防護具）の取扱い 

・ゾーニング・消毒について 

・施設へのウイルス侵入の予防対策について 

・えひめ福祉支援ネットワークによる備え 

・ＢＣＰ（業務継続計画）の作成について 

 

２ 対象施設 

・利用者又は職員に感染者が発生した場合であっても事業を継続する必要のある、

入所・居住系の社会福祉施設 

・濃厚接触者にサービスを提供する可能性のある、通所・訪問・短期入所系の介護

サービス又は障害福祉サービスを行う事業所 

 

【担当課】 

（救護施設関係） 

保健福祉課生活保護係 Tel：089-912-2385 

（児童養護施設等関係） 

 子育て支援課児童・婦人施設係 Tel：089-912-2414 

（障がい福祉施設関係） 

 障がい福祉課障がい支援係 Tel：089-912-2424 

（高齢者福祉施設関係） 

長寿介護課介護事業者係 Tel：089-912-2432 


